


政務活動調査研究報告書 

報告者 向井千尋 

日時 2018年 9月 7日（金） 

調査研究名 川西市市民活動センター、男女共同参画センター長 三井ハルコ氏 

内容 市民活動センター・男女共同参画センターの成り立ちについて 

・男女共同参画センターは、現在指定管理によって運営しており、事業

者は、「NPO法人市民事務局かわにし」である。 

 

・1998年「川西市女性センター」の女性フォーラム実行委員会 

・2001年「男女共同参画センター、市民活動センター」準備委員会 

・2002年「男女共同参画センター、市民活動センター」開設（公設公営） 

・2005年 JR福知山線事故 

・2010年指定管理による運営開始 

 

・「市民事務局かわにし」は市民活動の中間支援の NPO として 2005 年 3

月に認証を受けた。しかし、その 3か月後、JR福知山線の脱線事故があ

り、事故の支援を行うことになった。「場をつくること」で情報や人が集

まる。電車の事故という特殊性（災害のように限定された地域でもなく、

被害者のつながりが見えないので、被害者団体が作れない）もあり、困

難を極めた事故であったが、三井センター長自身の娘さんも被害者であ

ったため、被害者の心身のケアが法的な問題について関わることになっ

た。 

・元々は、地域での助け合いなどの福祉活動を行っていた。その後、セン

ター設立の準備会委員となり、指定管理を受けることとなった。 

 

・市民活動支援と男女共同参画は動きが反対である。市民活動はボトム

アップで市民から主体的な動きで作る。一方、男女共同参画はトップダ

ウンであり、内閣府から制度が下りてくる。 

・DV被害等の困難なケースは行政などと協働でないと解決は難しい。 

・女性のエンパワメント（組織構成員が「力」を付けること）のさざ波を

創ること。学ぶ場づくりが必要。 

・アドボカシー（一般には権利擁護・政策提言。「社会問題に対処するた

めに政府や自治体及びそれに準ずる機関に影響をもたらし、公共政策の

形成及び変容を促すことを目的とした活動であるとする専門家もいる。」

ここでは後者の意。「」書きは Wikipedia参考）していくこと、行政と協

働していくことが重要。 



・市民活動を育む場でありたい。 

・指定管理費：3,400万円 

 

考察 

 以前に NPO大学（コミュニティサポートセンターCS神戸主催、県内の

NPO 法人運営に携わっている人を対象とした運営についての研修会）で

お会いしたことがある三井センター長であるが、自身の体験に基づいた

現在のセンターの運営についての率直な意見をお聞かせ頂いた。「市民活

動はボトムアップが望ましい、女性の活動はさざ波のよう育っていくこ

とが理想で行政はその市民活動を資金面や、場づくり、学習の場の提供

など側面から支援していくことが必要」とのことでした。女性フォーラ

ムの委員の応募したことがきっかけだったとのことで、女性にきっかけ

（場としての）を提供することも大切と話されていました。私自身もエ

ンパワメントされ、大変刺激を受けました。 

 




